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伊豆市小中学校の

適正規模と適正配置に関する答申書
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伊豆市教育振興審議会
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はじめに

子どもたちへの質の高い学校教育を確保するために、学校規模の適正化

等の検討が求められ、学習指導面、生活面、学校運営面などから慎重の審議

を重ねてきました。

限られた期間内での審議故に、不十分な面も多尺残つてはいますが、当面の

方向性について一定の結論に達しましたので、ここに笞申します。

第1伊 豆市立小中学校の現1犬と課題

(1)学 校規模等に関する現行制度

① 学校規模

小学校の規模は、 「学校教育法施行規貝」」の第 17条 において、 「小学校の学級数

は 12学 級以上 18学 級以下を標準とする。」と定められており、同規則第55条 に

おいて、中学校も同様に 12学 級以上 18学 級を標準として定めています。

また、昭禾□59年 に旧文部省助成課が作成 した 「これからの学校施設づくり」資料

の中でも、学校の基本的条件を満たすための指標として、学校規模を学級数別に次の

ように分類 しており、この資料においても 12学 級から18学 級が 「適正規模」に分

類されています。

学校規模指標

学校規模
過小

規模
小規模

統合の場合の適正規模

適正規模

大規模 過大規模

学級数 1～ 5 6ヘノ11 12-18 19～ 24 25～ 30 31以 上

(昭禾□59年 文部省助成課 「これからの学校施設づ<り 」資料)

伊豆市 (市町村合併前においては、合併前の1参善寺町、土肥町、天城湯ヶ島町、中伊

豆町を含算したものをいう。以下同様とします。)に おいて、 12学 級から18学 級

を適正とする基準を当てはめると、いわゆる 「適正規模校」は、小学校では12校 中

1校 (修南小)の みであり、中学校では4校 中わずかに1校 (修中)だ けという状況

になつています。

② 学級編制

学級編告」については、 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関

する法律」第3条 に定める標準に基づいて、県の教育委員会が基準を定めています。

県では、同じ学年の児童生徒で編制する1学 級の人数の基準について、小学校 。中

学校とも、法律と同様に40人 としながらも、小学校の 1年 生及び2年 生と、中学校

の1年 生については、33人 を超える学級に学級担任の加配を行つています。

‐
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15人 以

下

16～ 20

人

21～ 25

人

26～ 30

人

31～ 35

人

36～ 40

人 計

小学校 24学 級 12学 級 27学 級 10学 級 7学 級 1学 級 81学 級

中学校 4学 級 6学 級 16学 級 7学 級 33学 級

伊豆市 20年 度の 1学 級あたり人数別学級数

③ 通学区域

通学区域については、 「学校教育法施行令」第5条 第2項 で、 「市町村の教育委員

会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校が2校 以上ある場合において、 (中略)

就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。」とされています。

これを踏まえ、地理的条件や地域との関係等を考慮し、児童生徒の住所地ごとに就

学しなければならない学校を定めており、これを通学区域としています。伊豆市では、

平成 20年 度現在、小学校で 12、 中学校で 4の 通学区域を定めています。

④ 教職員の配置

学校ごとの教職員数は、 「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に

関する法律」において、 1学 級あたりの児童生徒数40人 とした上で、学校ごとの学

級数によつて標準的な数が定められています。

教職員の配置基準

教科担任制をとつている中学校においては、国語、数学、社会、理科、英語の5教

科に加え、音楽、美術、保健体育、技術、家庭の計 10教 科を賄わなければなりませ

んが、伊豆市は、全教科に専任の教職員を配置することは難 しいのが現状です。

まして、 1学 年 2学 級の学校においても、同じ教科の教員が少ないため、共に研修

し合う機会もない状況になつています。
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学 級 数 小学校の標準教職員数 中学校の標準教職員数

複 式 学 級 3～ 6人

1学 年  1学 級 7人 7人

1学 年 1～ 2学 級 8～ 15人 8～ 10人

1学 年 2～ 3学 級 16～ 21人 11～ 14人

1学 年 3～ 4学 級 22～ 28人 16～ 18人

1学 年4～ 5学 級 20～ 22人



教職員等の配置人員 (平成20年 度)

学校名
学級数
(普通)

長

頭

校

教
Ш
外

担任

特

支

学

級

力

西

養

護

事

務

栄

養

事

務

用

務

栄

養

調

理

市支援

市

支

援

ＡＬＴ醒
暇
脚

小

学

校

修 善 寺 6 2 6 1 1 1 3 1 1

熊   坂 6 2 6 1 1 1 1 3 1

修善寺東 6 2 6 1 1 1 3 1

修善寺南 1 2 2 2 1 2 3 1 1 2 5 3 3

土   肥 6 2 6 1 1 1 1

土 肥 南 6 2 6 1 1 1

狩   野 7 2 7 1 1 1 1

湯 ヶ 島 6 2 6 1 1 1 1

月 ヶ 瀬 6 2 5 1 1 1 1

大   見 1 0 2 2 10 1 1 1 1 1

大   東 4 2 4 1 1 1

八   岳 6 2 6 1 1 1 1

小   計 81 24 12 80 4 7 1 2 12 13 14 13 5

中

学

校

修 善 寺 14 2 7 44 2 2 1 1 2 1 4

土   肥 5 2 3 5 1 1 1 2 4

天   城 7 2 4 7 2 1 1 2 1 4

中 伊 豆 7 2 4 7 2 1 1 2 1 4

小   計 33 8 1 8 33 3 7 4 4 2 8 3 1 2

合  計 114 32 30 113 7 14 16 1 6 3 21 1 4 1 6 17

(2)児 童生徒数 ・学校数の推移

①児童生徒数の推移

伊豆市において、児童生徒数が最も多かつたのは、いわゆる 「団塊の世代」の時代

になりますが、小学校では、0召禾□33年 の 6,705人 、中学校では、3召不□36年 の 3,411

人がピークであり、いずれも1学 年あたり 1千 人以上の子どもたちがいたことになり

ます。

その後、全国的な少子化や過疎化の影響で、減少の一途をたどってきています。

② 児童生徒数の1晋来推計

平成20年 4月 現在、伊豆市に居住している○歳から15歳 までの子どもたちの人□

をもとに、児童生徒数の1署来予測を行つたところ、いまのO歳 児が小学校に入学する

ことになる6年 後の平成26年 度の小学校の児童数は、1,270人 (1学 年あたり212

人)と なり、平成20年 度と比較して、451人 、約 26%減 少することが予測されま

す。

また、同じ<平 成26年 度の中学校の生徒数は、822人 (1学 年あたり274人 )

となり、平成20年 度と比較して、249人 、約 23%減 少することが予演」されます。

さらに、いまのO歳 児が中学校に入学することになる12年 後の平成32年 度中学

校の生徒数は、575人 (1学 年あたり 191人 )と なり、平成20年 度と比較して、
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496人 、約 46%も 減少して しまうことが予沢]されます。

児童生徒数の将来予測

平成20年 度
平成26年 度

(H20比 較)

平成 32年 度

(H20比 較)

学 校 1,721人
1,270人

(▲ 26%)

中 学 校 1,071人
822人

(▲ 23%)

575人

(▲ 46%)

③ 学校数の推移

昭不□29年 当8寺の伊豆市に当る地区には、17校 の小学校と、10校 の中学校が設置

されていました。その後の少子化や過疎化により、土肥地区で土肥南小学校 (八木沢、

小下田小学校が統合)、 天城湯ケ島地区では、狩野小学校 (船原小学校を統合)、 湯

ヶ島小学校 (持越小学校を統合)中 伊豆地区では、大見小学校 (白岩、プヽ幡小学校が

統合)統 廃合が進められ、現在の 12校 になつています。

また、中学校では、8召不□35年 修善寺 (東 。南中学校を統合)、 土肥 (西豆中学校

を統合)昭 禾□38年 上 。中 。下大見中学校を中伊豆中学校に統合、昭和43年 の狩野 ・

天城中学校の統合を最後に1日4町 で各 1校 、4校 の中学校が設置されています。

(3)学 校施設の状況

伊豆市立小中学校の学校施設は、全体として

者柘化が進んでいます。建設後30年 以上経過

している学校は、小学校で3校 、中学校で4校 、

そのうち40年 以上経過している学校が、小学

校で 1校 、中学校で3校 という状況になつてい

ます。

昭和56年 以前に建設され、新耐震基準を満

たしていない校舎 ・体育館等については改築、耐震補強を進めています。耐震工事が

必要な建41nは、残り4校 (6棟 )と なつています。

老朽化 した校舎、設備も古<OA化 による電気設備の不備による停電事故、水道管

の老朽イしによる水質汚濁なども発生しています。

(4) 学校規模からみた課題

① 小規模な学校の問題点

過去におけるP丁∧の会合や、平成20年 11月 に4地 区で開催した 「学校再編成

を語る会」において、小規模校の教育内容などについての意見を集約することができ

ました。学校規模によるメリットとデメリットの因果関係は必ずしも明確ではありま
‐4‐
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せんが、クラス替えができないということは、教育上の大きな問題を認めることがで

きます。

②学校運営上の教職員の負担

各学校には、学校を組織的に運営するため、校長及び教頭のほかに教務主任、研究

主任、学年主任、生徒指導主事、保健主事、進路指導主事又は司書教諭を置<こ とに

なつています。

このうち、教務主任、研究主任、生徒指導主事及び進路指導主事 (中学校のみ)は 、

5̈‐

小規模校のメリットとデメリット

メリット デメリット

。一人一人に直接的な指導を行いやす

<、 児童生徒に応 じた学習指導が可

能となり、底上|ずが期待できる。

・授業や運動会などの学校行事におい

て出場や発表の機会が多<、 児童生

徒に多<の 経験をさせやすい。

・児童生徒一人一人への目が行き届き

やすく、健康管理や安全管理を徹底

しやすい。

・タテ害」リグループを取り入れて交流

を図りやす<、 より良い縦の人間関

係を形成しやすい。

・学校備品や学校施設が十分に活用

できるため、余裕をもつた学習展開

ができる。

・指導方針などについて、教職員間の

共通理解、合意形成が図りやすい。

・P tt A(保 護者)や 地域からの協力

が得やす<、 交流が図られやすい。

,多様な価値観を取り入れる機会に乏 しい

ため、知的束嗽 が少な<、 また者えを深

める学習ができに<い 。

,学級対抗がないなど、児童生徒間で束」激

しあい切磋琢磨する機会に恵まれに<

い 。

。集国としての規模が小さいため、社会性

などが育ちに<い 面がある。

・反人などの人間関係の固定化、序列化を

招<お それがあり、いじめ等の問題が生

じた場合影響が残りやすい。

・集団学習活動や部活動など、多種多様な

興味や関心に応 じに<<選 択の幅がな

い 。

・学校施設の清掃や施設設備の維持管理

が行き届かな<な るおそれがある。児

童生徒への負担も大きい。

・教職員の配置が少ないため、一部の教科

や部活動で、専門的矢□識と経験のある教

職員が配置できない。

・学年や教科ごとに複数の教職員を配置で

きないため、教職員Fo5の意見交換が少な

<)舌性化しに<い 。

・教職員の配置が少なく、二人の教員が多

<の 校務分掌を処理 しなければならな

いため、負担が大きい。

・保護者の数が少ないため、P tt A活動が

マンネリ化や沈滞化したり、組織編成が

困難になる。



学校の規模に関わらず全ての学校に置かなければなりません。

こうした主任業務は、研修や出張の機会も多いために学校を不在にすることも少な

<あ りませんが、配置される教醐員が少なく代替 (振替)が 困難である場合は、自習

で対応せざるを得ないような状況になつています。

③厳しい財政状況下における教育行政

適正規模によつて学校を再編し、結果的に学校の数を減らしてい<こ とは行財政改

革を主眼とするものではありません。しかしながら、近年の厳しい財政状況下で、教

育であるからといつて潤沢に予算を確保することは、かなり難しい状況になつていま

す。教育の場においても、特に施設管理費等のさらなる効率イヒと含理化によつて自ら

財源を捻出し、教育の内容そのものを充実するための予算を確保していかなければな

らない状況になつています。

④学校規模からみた課題

小規模化に伴う問題点を整理してみると、次のような課題がみえてきます。

・メリットとデメリットを解消すること。

・部活動の選択肢を広|ずること

。学校運営の活性イヒを図ること

。地域間格差を解消すること

・教育財源の効率イヒと含理化

総合的な教育効果を確保するためのとるべき方策とした、小中学校の適正イヒを進め

る必要があります。

第 2適 正規模 について

子どもたちに対する教育を効果的かつ十分に行うとともに、全市的に教育の機会均

等を図り、/AN平かつ一定水準以上の教育を実現し維持してい<た めには、それにS、さ

わしい学習環境として、ある程度以上の学校規模を確保することが必要です。

(1)適 正な学校規模

小規模校のメリットとデメリットがあることや、伊豆市の地理的状況等も者え、小

規模におけるメリットを残し、また、最大限に活かしながら、デメリットを解消する

ことのできる規模が適正規模であると考えます。

集回の中で日常的に切磋琢磨することや、多様な集団を経験することにより対人関

係能力を養い、豊かな学力や遅しい心身を持ち、社会の変化に柔軟に対応できる人材

を育成するための適正規模を、クラス替えができる 12学 級から24学 級を理想とし

ます。

①小学校の適正規模

様尺な弊害が著しい複式学級を解消するとともに、今後複式に移行する学校の再編

6̈…



を順次進めることが必要です。また、小学校は大多数の学校規模が 1学 年単学級とい

う現状を踏まえ、1晋来の児童数や、地域で育むという部分が大きいことを考慮 して、

最高でも 18校 を目標とします。

また、地域で育むという部分が大きいことから、地城との関係に配慮 したものにす

ることが望ましいが隣接地域の見直 しにより1学 年 2学 級規模の学校を目標とする。

②中学校の適正規模

中学校については、学校規模が学習環境に与える影響が大きいことから、以下の点

を踏まえ、 1学 年3学 級以上を適正規模とします。

・活気ある集国の中で人間関係を築きながら社会性を育むとともに、生徒同士の切磋

琢磨の中で束」激し合いながら協調し、向上由を育むことができる規模であること。
・生徒の個性や自主性を伸ばすために、部活動等において、多種多様な選択に応える

ことができる規模であること。
。必要かつ十分な授業B寺数を確保しつつ、子どもと接する日寺間をでさる限り多<し、

確実に教育効果を上|ずることのできる教職員の数が配置で きる規模であること。

・全教科に免許所有教曇の四ユロがで密と°
き:骨言聰:ilき曽綺訥i零夭言言』誂褻
協力が可能となる規模であること。

(2)学 級編成について

小学校の場合は、今後も少子化によつて、1学 年単学級で、かつ 15人 以下の少人

数学級が増えることが見込まれます。国では、こうした現状に対 し、F~f要科目におい

ては教員の加配等のよる少人数指導等を実施 していますが、市単独で少入学級を維持

するには、教員採用面で、多大な費用がかつてきます。そこで学級編成においては、

国 。県の基準に拠るとして、1学 級の人数は 25～ 30人 を理想とします。

一
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(3)適 正な通学区域の設定

統合による各小学校の学区は、児童の交反関係や地域の実情等にも十分に配慮し、

現在の学区を分断しないことを基本とする。

(4)指 導体市」の充実

指導体制の充実は、教育効果を高あるためИ要な条件です。適正規模の学校とする

ことで、学級数の増加に伴い、教員も増員し、中学校では専門教師の配置が可能にな

ります。また、校内での教員相互の研修機会も増え、教ミの資質及び指導力の向上に

も結びつくことが期待できます。

(5)活 力ある学校づ<り

小規模校には小規模校なりの良さがた<さ んあることは事髪 す。先生の目がきめ
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細か<届 き、異年齢集団が形成されやす<縦 の繋がりが深<な ることなどはその典型

です。しかし、子どもたちが少ないと、お互いが切磋琢磨しながら伸びていこうとす

る面で、東」激が不足しがちですし、人間関係が固定化し多様な意見に触れる機会が少

な<な ることが懸念されます。

一定規模の学校集国の中で更に活発な学校生活を送り、お互いに東」激し合いながら

活力ある学校を作つてい<こ とは、教育効果の一層の向上に繋がると考えます。

(6)よ り豊かな心を持つた遅しい児童生徒の育成

子どもの成長過程においては、大きな集団の中で生活できる力を身につけてい<こ

とは重要なことであり、多<の 反達と交わり、人間関係を広|ずることのできる環境作

りが大切です。このことにより、他人の良さを矢□り、人を思いやる豊かな心を育むこ

と、さらには自分の大切さも矢□ることなど可能性が大きく広がります。

また、集団が大き<な れば、ダイナミックな活動が可能となり、特に中学校では、

露 璽鷲   ♂

調性を副 ＼ 個性 ・能力を伸ばし遅眺 状 材を育成するこ

第3適 正配置について

適∠配置の具体的な方法は、通学区域の変更、学校の統廃合等が夕 られ戸樋 正規

模の安定的な確保とバランスのとれた学校配置を基本として、地囃 会との関わり、

通学距離、通学時の安全性、地理的条件、児童生徒数の推計など十分者慮しながら対

応してい<必 要があります。

(1)地 域としての歴史的 ・文化的まとまり

適正規模、適正配置が不可欠であるとはいえ、現在の通学区域も含め、地域にはそ

れぞれ歴史的、文化的なつながりがあります。 _二 :_/

通学区域の見直しにあたつては、こうした地域の歴史的、文化的つながりに十分配

慮し、合併前の行政区域や、既存の中学校の区1共́
´
小学校の区域や、地区公民館の区

域などをいたずらに分割することのないよう設定する必要があります。

////´
                                                                    ~~ ~~

(2)通 学距離、通学8寺間反び通学手段

通学区域が広大になる地城については、スクー川 ス、通学費補助などを検討し、

通学費については基本的に負担が生じないように対策が必要です。

(3) 児童生徒数の推計

平成 17年 度以後、市内の新生児誕生数が 200人 を下回り、平成 19年 度では 170

人台となつています。国 目的展望に立って 10年 以上先を見据えたとき、小学校では

全市的にもれな<1学 年2学 級を確保するためには、市内に5校 の小学校を配置、中

学校は 2校 することデ最善と者えました。
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(4)適 正配置の計画

(」 ヽ 学 校 )

計画区分 前期計画 後期計画

年度区分 21 22■ 1■123 24 215 26 11127 281291111310

I」ヽ

学

校

修善寺

2校 に再編

熊坂

修善寺東

叫修善寺南

土 肥

叫土肥南

湯ヶ島

月ヶ瀬

狩野

大見 T

叫｀
大東

ノヽ[三]

平ヽ成 22年 4月 複式学級及び複式学級が実施される学校を統合する。
‐.   平成 24年 4月 天城地区の3校 を統合する。

平成 25年 4月 メヽ岳小学校を統合。

平成 26年 4月 1多善寺東小学校を修善寺南小学校へ統合。

平成 28年 4月 修善寺地区の児童数 2校 に再編する。

小学校別児童数 (平成 19年 度末の出生数での推移)

‐ ~■
・́ ――_______

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

熊坂 182 187 171 156 157 136 128 →

修善寺 151 146 149 158 159 ′
″.145

141 →

修善寺南 294 280 277 278 271´
´ .252

359 →

修善寺東 156 154 141 139 135 133

狩野 177ノ 166 136 121

271 248
・
2391「 →月ヶ瀬 74 64 70 65

湯ヶ島 109 98 94 86

大見 270 269

297 299 272

318 284 ||=二)大東 39 41

ノヽ[書 85 78 74 70 75

土 肥 132 120

161 151
．９一３ 128 120 →

土肥南 61 62
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計画区分 前期計画 後期計画

年度区分 21 1 22 1 23 1 24 125 26 27 28 29 30

中

学

校

土 肥

2校 に再編天城

修善寺

中伊豆

(中 学 校 )

第 4よ り質 の 高 い教 育 の提 供 の た め の 今 後 の 検 討 課 題

適正規模と適正配置を進めるとともに、伊豆市のより質の高い教育の提供を図るた

め、引き続き以下の点について検討を重ねるよう希望 します。

・ 小学校の通学区i或の見直 しに関すること。

。今後の教育制度改革などに適切に対応してい<た めの手段としての、小中、中高叉

は小中高の一員教育は に関すること。

・家庭での役割、地上或での役害」、そ して学校で果たすべき役害」の分担等について再者

し、子どもの教育に効果を発揮することができるような体系づ<り に関すること。

・子どもが切磋琢磨 し、東」激 し合いながら、協調 し、向上心を養うことができ、様々

な体験を通 じて豊かな心を育むことができる環境づ<り に関すること。

・再編された地域コミュニテイーの醸成。
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おわりに

近年の少子化や核家族化の進行など、家庭や地域における教育環境が変化してきて

いる中、学力を身につけることはもとより、集団生活を通じて切磋琢磨し、向上心を

培いながら、子どもたちが健やかに育つための場としての学校の役害」は益々大き<な

ってきています。

伊豆市の子どもたちが、小 ・中学校の9年 間で、一人ひとりの個性を伸ばしながら、

社会に出て行<た めに必要な 「生きる力」を身につけ、未来に向けて遅しく羽ばたい

ていけるよう、学校関係者、保護者、行政と地域の方長の全てが、いま置かれている

状況を十分に理解し、お互いに力を合わせてこの課題に取り組む嚇要があります。

魅力ある学校づ<り 、特色ある学校づ<り に向けて、関係各位の更なる努力を強<

希望します。

平成 21年 1月

伊豆市教育振興審議会

会 長  佐 藤 雪 子   委 員  田足井みさ子
~`=・ …=副

会長  澤 木 育 子     〃  浅 井  康 司

委 員  佐 藤 三武朗    〃  土 屋 はるみ

〃  佐 藤 勝 恵    〃  石 井 宏 一

〃  高 橋 猛 夫    〃  大 木  誠

〃  水 回 はるひ    〃  青 木  靖

〃  鈴 木 正 士
_ ′じ♪

… 11‐


